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表紙

（電子提供措置事項のうち書面交付請求
に よ る 交 付 書 面 に 記 載 し な い 事 項）

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求
をされた株主様に交付する書面には記載しておりません。

第  1  7  8  回  定  時  株  主  総  会  資  料

会 社 の 新 株 予 約 権 等 に 関 す る 事 項
業 務 の 適 正 を 確 保 す る た め の 体 制
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表
計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

三井倉庫ホールディングス株式会社
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会社の新株予約権等に関する事項

会社の新株予約権等に関する事項
当社は、2026年２月６日開催の取締役会において、自己株式の取得及び、取得する自己株式の一部についてファ

シリティ型自己株式取得（Accelerated Share Repurchase）による方法で行うことを決議しております。当該決
議に基づき、同取締役会において、SMBC日興証券株式会社を割当先とした第三者割当による第１回新株予約権
（以下「ASR出資金額固定型新株予約権」という。）及び第２回新株予約権（以下「ASR交付株式数固定型新株予
約権」という。）の発行を決議し、2026年２月24日に発行しております。ASR出資金額固定型新株予約権及び
ASR交付株式数固定型新株予約権の概要は以下の通りであります。

（１）2026年２月６日開催の取締役会決議に基づき発行したASR出資金額固定型新株予約権
＜新株予約権の数＞

１個
＜発行価額＞

０円
＜新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数＞

ASR出資金額固定型新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の目的である株式の種類は当社普通株式と
し、その総数（以下「交付株式数」という。）は、原則として以下の算式によって計算される株式数（計算結
果が負の値となる場合には０株とする。）とする。

交付株式数＝売却株式数(日興)－取得可能株式数(平均VWAP)
上記の算式において用いられた用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。
・「売却株式数(日興)」とは、当社が2026年２月９日に実施した株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買

付取引（ToSTNeT-3）による当社普通株式の買付け（以下「本自己株式取得(ToSTNeT-3)」という。）に
際して、SMBC日興証券株式会社（以下「割当先」という。）が自己の計算で当社に売却した当社普通株式
の数とする。

・「取得可能株式数(平均VWAP)」とは、受領金額(日興)（以下に定義する。）を平均VWAP（以下に定義す
る。）で除した株式数をいい、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り上げるものとする。

・「受領金額(日興)」とは、本自己株式取得(ToSTNeT-3)に際して、割当先が自己の計算で当社に売却した当
社普通株式の売却額の合計とする。

・「平均VWAP」とは、2026年８月３日（同日を含む。）から行使請求日（以下に定義する。）の直前取引
日（同日を含む。）までの期間（以下「平均VWAP算定期間」という。）における、当社普通株式の普通取
引の終日の売買高加重平均価格（VWAP）の単純算術平均値に100.20％を乗じた価格（円位未満小数第５
位まで算出し、小数第５位を四捨五入する。）をいう。ただし、平均VWAPの算定において、当社の各四半
期会計期間の最終取引日から起算して５取引日前の日から同期間の末日までの期間及び当社普通株式に関す
る取引制限等の発生などの一定の事由により割当先が当該日におけるVWAPを平均VWAP等の算出の基礎
とすべきでないと割当先から申告された日は平均VWAP算定期間に含めないものとする。
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・「行使請求日」とは、本新株予約権の行使請求の効力発生日であり、当該行使請求の効力は、行使可能期間
（以下に定義する。）中に行使請求受付場所である三井住友信託銀行株式会社 証券代行部に対して行使請求
に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が株式
会社三井住友銀行 日本橋東支店の当社が指定する口座に入金された日に発生するものとする。

なお、当社普通株式に対する公開買付けが開始又は公表された場合等一定の場合においては、交付株式数は、
異なる算式に基づき算出される。

＜新株予約権の行使時の払込金額＞
１円。なお、当社普通株式に対する公開買付けが開始又は公表された場合等一定の場合においては、異なる算
式に基づき算出される。

＜新株予約権の行使期間＞
2026年２月25日から2027年２月12日まで（以下「行使可能期間」という。）。ただし、行使可能期間の最終
日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、株式会社証券保管振替機構が必要で
あると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。

＜新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項＞
当社は割当先との間で本新株予約権等の割当て等に関する契約（以下「本割当契約」という。）を締結してお
り、本割当契約には、本新株予約権の一部行使はできない旨、割当先がASR出資金額固定型新株予約権又は
ASR交付株式数固定型新株予約権を行使した場合、他方のASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数
固定型新株予約権を行使できなくなる旨、割当先は当社の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権を
当社以外の第三者に譲渡することができない旨、いかなる場合もASR出資金額固定型新株予約権とASR交付株
式数固定型新株予約権の一方のみを譲渡することができない旨が規定されている。

（２）2026年２月６日開催の取締役会決議に基づき発行したASR交付株式数固定型新株予約権
＜新株予約権の数＞

１個
＜発行価額＞

０円
＜新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数＞

ASR交付株式数固定型新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の目的である株式の種類は当社普通株式
とし、その総数（以下「交付株式数」という。）は100株とする。なお、当社普通株式に対する公開買付けが
開始又は公表された場合等一定の場合においては、交付株式数は、異なる算式に基づき算出される。

＜新株予約権の行使時の払込金額＞
本新株予約権の行使に際して払込される価格（以下「行使価額」という。）は、原則として以下の算式によっ
て計算される金額（１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げるものとし、計算結果が１円を下回る
場合には１円とする。）とする。

行使価額＝受領金額(日興)－(売却株式数(日興)×平均VWAP)
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上記の算式において用いられた用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。
・「受領金額(日興)」とは、当社が2026年２月９日に実施した株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付

取引（ToSTNeT-3）による当社普通株式の買付け（以下「本自己株式取得(ToSTNeT-3)」という。）に際
して、SMBC日興証券株式会社（以下「割当先」という。）が自己の計算で当社に売却した当社普通株式の
売却額の合計とする。

・「売却株式数(日興)」とは、本自己株式取得(ToSTNeT-3)に際して、割当先が自己の計算で当社に売却した
当社普通株式の数とする。

・「平均VWAP」とは、2026年８月３日（同日を含む。）から行使請求日（以下に定義する。）の直前取引
日（同日を含む。）までの期間（以下「平均VWAP算定期間」という。）における、当社普通株式の普通取
引の終日の売買高加重平均価格（VWAP）の単純算術平均値に100.20％を乗じた価格（円位未満小数第５
位まで算出し、小数第５位を四捨五入する。）をいう。ただし、平均VWAPの算定において、当社の各四半
期会計期間の最終取引日から起算して５取引日前の日から同期間の末日までの期間及び当社普通株式に関す
る取引制限等の発生などの一定の事由により割当先が当該日におけるVWAPを平均VWAP等の算出の基礎
とすべきでないと割当先から申告された日は平均VWAP算定期間に含めないものとする。

・「行使請求日」とは、本新株予約権の行使請求の効力発生日であり、当該行使請求の効力は、行使可能期間
（以下に定義する。）中に行使請求受付場所である三井住友信託銀行株式会社 証券代行部に対して行使請求
に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が株式
会社三井住友銀行 日本橋東支店の当社が指定する口座に入金された日に発生するものとする。

なお、当社普通株式に対する公開買付けが開始又は公表された場合等一定の場合においては、異なる算式に基
づき算出される。

＜新株予約権の行使期間＞
2026年２月25日から2027年２月12日まで（以下「行使可能期間」という。）。ただし、行使可能期間の最終
日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、株式会社証券保管振替機構が必要で
あると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。

＜新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項＞
当社は割当先との間で本新株予約権等の割当て等に関する契約（以下「本割当契約」という。）を締結してお
り、本割当契約には、本新株予約権の一部行使はできない旨、割当先がASR出資金額固定型新株予約権又は
ASR交付株式数固定型新株予約権を行使した場合、他方のASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数
固定型新株予約権を行使できなくなる旨、割当先は当社の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権を
当社以外の第三者に譲渡することができない旨、いかなる場合もASR出資金額固定型新株予約権とASR交付株
式数固定型新株予約権の一方のみを譲渡することができない旨が規定されている。
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業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するた

めの体制に関する決定事項の概要は、以下のとおりであります。

①当社グループ各社の取締役・従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社グループ各社は、諸法令、定款及び社会規範の遵守、反社会的勢力との決別、人権の尊重、環境保全への取
組み、情報管理等に関するグループ企業倫理規範を定め、当社グループ各社の取締役及び従業員の行動規範とす
る。
当社のリスク管理部はグループ全体のコンプライアンス意識の向上を図るため、当社グループを横断的に統括す
ることとし、同部を中心に啓蒙、教育活動を行う。また、同部は当社グループのコンプライアンスの状況を監査す
る。これらの活動は定期的にコンプライアンス委員会、取締役会及び監査役に報告されるものとする。コンプライ
アンスの観点から疑義のある行為等については、早期発見と是正を図るため、当社グループ従業員が直接情報提供
を行う手段として、グループ共通の「三井倉庫グループコンプライアンスホットライン」を設置する。
受付窓口を外部委託することで通報者を特定できる情報を分離し通報者の個人情報を保護するとともに、通報者

の詮索を防ぎ、通報者が通報したことによって不利益な取り扱いを受けない体制を整えている。

②当社グループ各社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社グループ各社は、法令及び社内規程に従い取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下「文
書等」という。）に記録し保存する。当社グループ各社の取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できる
ものとする。

③当社グループ各社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社内に、当社及び主要なグループ会社のリスク管理責任者からなるリスク管理委員会を置き、グループ全体の

リスク管理の状況を審議し、基本的な対応事項、方針等を定める。
コンプライアンス、人権、環境、災害、品質、財務、経理、情報セキュリティ等に係る個別のリスクについて

は、それぞれのリスク管理を担当する当社グループ各社の部署にて、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マ
ニュアルの作成、配布等を行うものとし、当社グループの横断的なリスク評価及び対応の推進は当社リスク管理部
が行うものとする。

④当社グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社取締役会は当社グループの中長期の事業基本方針を策定し、当社は当社グループの予算管理、資金調達、資
金管理等を一元的に行う。各事業領域において事業運営を担うグループ会社（事業会社）はその方針に基づき、自
らが所管するグループ会社の運営も含め、自立的な成長を目指し事業運営を行う。その進捗、実績等については、
当社が定期的に事業会社から報告を受け、達成状況の検証を行う。
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⑤当社グループの企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループは目標の実現に向け、グループ企業倫理規範を遵守し、社会の一員としての責任を果たす。
当社は、当社グループ各社の取締役または執行役員に法令遵守、リスク管理に係る権限と責任を与え、各執行部

門の責任者を指揮して企業集団の業務の適正を確保するための社内規程及び体制を構築させ、当社のリスク管理部
はこれらを横断的に推進し管理する。また、同部はグループ会社各社の監査を行う。財務、資金、ブランド、知的
財産、人材、情報資産、不動産等は当社が一元的に管理することにより、当社グループの目標に適した事業運営の
基礎的枠組みを維持する。

⑥子会社の取締役、執行役員、従業員等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社はグループガバナンスに関する方針を定め、当社グループにおいて各社が負うべき責任及び権限を明確にす
る。グループ会社各社における重要事項は、当社取締役会の承認、あるいは報告を要することとする。また当社は
事業の進捗状況に関してグループ会社各社から定期的に報告を受け、取締役会その他会議にて協議する。

⑦財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するための体制を構築すべく、主要業務のリスク分析及びそのコントロールに

係る基本的な文書類を整備し、適正な手順を策定するとともに、誤謬防止の方策等を講じる。また、当社グループ
各社が自らそれら手順、方策等の実施状況を定期的にチェックし、不備が発見された場合にはそれを是正すること
とする。更に、当社のリスク管理部が横断的に当社グループを監査し、それらチェック及び是正の結果についての
確認を行う。

⑧監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制、その従業員の取締役か
らの独立性、並びに同従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、必要に応じて監査役の職務を補助する取締役から独立した専任の従業員（監査役補佐人）を置く。監査
役及び監査役会は、同補佐人に対する指揮命令権を有し、また同補佐人の任命、解任、及び人事考課については人
事担当の取締役が監査役と協議の上、協議結果を尊重して決定することとする。

⑨当社グループ各社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制
当社グループ各社の取締役、執行役員または従業員は、当該会社もしくは当社の監査役に対して、法定の事項に

加え、当該会社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の結果、コンプライアンスホットラインに
よる通報状況及びその内容を報告することとする。監査役に報告したことを理由として、当該報告者が不利益な扱
いを受けることはないものとする。

⑩監査役の職務遂行に要する費用の確保、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会あるいは監査役が監査を行うために社外の専門家へ調査、助言等を求めようとするときは、その費用が

合理的なものである限り、当社が負担するものとする。監査役は予め可能な限り年間監査計画を策定し、各対象会
社あるいは部署に通知し、他方対象となった会社、部署は効率よく監査が行われるよう協力する。監査結果に基づ
き、当社の監査役は当社グループ各社の代表取締役、監査役、会計監査人、内部監査部署及び関連部署各々との間
で適時意見交換を行う。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の主な運用状況は、以下のとおりであります。

①業務の適正を確保するための体制全般について
当社グループ全体の業務の適正を確保するため、グループ企業倫理規範を含む社内規程を整備するとともに、持

株会社と事業会社の役割、責任を明確にするグループガバナンス方針を制定し、本方針をグループで共有しており
ます。
また、当社リスク管理部がグループ各社に対する内部監査を実施し、グループ経営に対応した効率的なモニタリ

ングを実施しております。

②コンプライアンス体制について
法令遵守体制の強化を図るため、四半期ごとに「コンプライアンス委員会」を開催しております。またコンプラ
イアンスに関する研修に力を入れ、グループ各社の意識を高めるとともに、毎年コンプライアンス意識調査を実施
する等、法令遵守の実態を継続的かつ多面的に調査し、活動の成果を検証し、翌年に向けたコンプライアンス違反
の予防体制を構築する等法令遵守体制の改善に努めております。
法令違反・不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を目的として、内部通報取扱規程を制定し、グループ従
業員等を対象に「三井倉庫グループコンプライアンスホットライン」を設けております。受付窓口を第三者機関へ
外部委託することで、通報者の個人情報を保護し、内部通報制度の拡充を図っております。

③リスク管理体制について
当社グループの事業活動におけるリスクの認識とその管理に関する基本的事項を「リスク管理規程」に定め、四
半期ごとに「リスク管理委員会」を開催してリスク管理の改善、強化に努めており、危機管理に必要な体制を構築
しております。
当社リスク管理部は組織目標を阻害するリスクをグループ横断的に把握・評価し、統括的に管理することでリス
クの顕在化を防ぐ取り組みを推進しております。

④取締役の職務執行について
当社は取締役会規程、社長及び業務執行取締役の職務権限に関する基本規程を定め、取締役が法令及び定款に則

って行動するように徹底しております。また社外取締役を複数名選任して取締役会等を通じて社外取締役の発言が
積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化しております。
当社の取締役会では、年間計画に基づき原則として、年16回開催し、取締役会での議論を通じてグループ各社の
経営課題等について全役員が問題意識を共有しております。また、グループ各社における重要事項は、当社取締役
会の承認、あるいは報告を要することとし、グループ各社に対する監督機能を強化しております。

⑤監査役の職務執行について
複数の社外監査役を含む監査役は、取締役会への出席に加え、常勤監査役による経営会議、コンプライアンス委
員会及び、リスク管理委員会等重要会議への出席やグループ事業会社等への往査などを通じて、内部統制の整備、
運用状況を確認しております。また、会計監査人および内部統制機能を所管する当社リスク管理部等と定期的に情
報交換を行い、当社グループの内部統制システム全般をモニタリングするとともに、監査役の視点から問題提起、
提言を行っております。
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連　結　注　記　表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数　　　　　　73社
（主要な連結子会社の名称）

三井倉庫株式会社〔倉庫業務、港湾運送業務、海外における物流サービス〕
三井倉庫エクスプレス株式会社〔航空貨物輸送業務〕
三井倉庫ロジスティクス株式会社〔サードパーティーロジスティクス業務〕
三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社〔サプライチェーンマネジメント支援業務〕
三井倉庫トランスポート株式会社〔陸上貨物運送業務〕

（2）主要な非連結子会社の名称等
フクミツ商事有限会社

非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、営業収益、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余
金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲か
ら除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社数　　　　３社

（主要な持分法適用関連会社の名称）
　上海錦江三井倉庫国際物流有限公司
（持分法適用範囲の変更）
　当連結会計年度において、AW Rostamani Logistics LLC.の持分を譲渡したことに伴い、持分法適用の範
囲から除外しております。

（2）持分法を適用していない非連結子会社（フクミツ商事有限会社）及び関連会社（アメリカンターミナルサー
ビス株式会社 他２社）は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等
から見て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が
ないため、持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち27社については、決算日が連結決算日と又は決算期間が連結決算期間と異なるため、連結決
算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。その他の連結子会社の決算日は、連
結会計年度の末日と一致しております。
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４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券
・市場価格のない株式等　 …
　以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）

・市場価格のない株式等　 … 移動平均法による原価法
②デリバティブ　………………
③棚卸資産　……………………

時価法
移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産　………………

（リース資産を除く）
定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降取得した建物、
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物、並びに在外連結子
会社については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物：３～50年、機械装置及び運搬具：２～15年
②無形固定資産　………………

（リース資産を除く）
定額法によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）について
は、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
（3）重要な繰延資産の処理方法

社債発行費 ………………… 支出時に全額費用として処理しております。
（4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金　………………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。

②賞与引当金　………………… 従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度に
負担すべき額を計上しております。

③関係会社清算損失引当金　… 連結子会社の清算に伴い発生すると見込まれる損失金額を計上しておりま
す。
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（5）退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間年数（３～13
年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

（6）重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
　ステップ１：顧客との契約を識別する。
　ステップ２：契約における履行義務を識別する。
　ステップ３：取引価格を算定する。
　ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
　ステップ５：履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を認識する。
当社グループは、倉庫保管・荷役、港湾作業、国内運送及び国際輸送等の総合的な物流サービスを提供す
るとともに、ビル賃貸業を中心とする不動産賃貸サービスを提供しております。顧客との契約に当たって
は、契約が備えるべき特性の存在及び経済的実質が契約へ反映されている事を認識すると共に、当該契約
の下で顧客へ移転する事を約束した財又はサービスの識別を行い、個別に会計処理される履行義務を識別
しております。
取引価格の算定においては、顧客へ約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んで
いる対価の金額で測定しております。なお、顧客との契約には重要な金融要素は含まれておりません。
当社グループでは取引価格を各履行義務へ配分する必要のある契約については、各履行義務を構成する財
又はサービスを独立販売価格の比率で配分し収益の認識を行っております。
収益の認識は、履行義務が要件を満たす場合に限り、その基礎となる財又はサービスの支配を一時点又は
一定期間にわたり認識しております。

（7）重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益
及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支
配株主持分に含めて計上しております。

（8）のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しております。

（9）ヘッジ会計の処理方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお特例処理の要件を満たしている金利スワップについて
は特例処理によっております。
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（10）有価証券の減損計上の方法
市場価格のない株式等以外のものについては期末の株価が取得価額より30％以上下落した場合に、市場価
格のない株式等については当該会社の実質価額が50％以上下落し、かつ回復可能性が見込めない場合に減
損処理しております。

会計上の見積りに関する注記
（固定資産の減損）

当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産144,230百万円及び無形固定資産13,121百万円を計上
しております。

当社グループでは、継続的に収支の把握がなされている、他の資産または資産グループから概ね独立したキャッ
シュ・フローを生み出す管理会計上の最小の単位によってグルーピングを行っております。

固定資産の時価下落や収益性の低下等により減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られ
る割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必
要があります。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額
の減少額は減損損失として計上することとしております。

割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いる主要な仮定は、過去の実績データ、事業の状況、主要顧客の動向
等を織り込んだ営業損益予測です。経済的残存使用年数にわたる営業損益予測は、取締役会において承認された予
算と、予算が策定されている期間を超える期間については成長を加味して算定しております。

上述の見積りや仮定には不確実性があり、各資産または資産グループの事業の状況の変化により、見積りの前提
とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性がありま
す。
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建物及び構築物 1,775百万円
土　　　　　地 0百万円

計 1,776百万円

短期借入金 －百万円
１年内返済予定の長期借入金 176百万円
長期借入金 1,799百万円

計 1,975百万円
２．有形固定資産の減価償却累計額 205,942百万円

３．保証債務
　従業員の住宅ローンに対する保証債務 7百万円

４．受取手形裏書譲渡高 －百万円

連結貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産及び担保付債務

（1）担保に供している資産

当該資産に係る根抵当権の極度額は3,000百万円であります。
（2）担保付債務

　減価償却累計額には減損損失累計額を含んで表示しております。
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決　　　議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基　準　日 効力発生日

2025年５月９日
取締役会 普通株式 1,820百万円 73円00銭 2025年３月31日 2025年６月６日

2025年11月７日
取締役会 普通株式 1,833百万円 24円50銭 2025年９月30日 2025年12月２日

計 － 3,653百万円 － － －

①配当金の総額 1,881百万円
②１株当たり配当額 24円50銭
③基準日 2026年３月31日
④効力発生日 2026年６月５日
⑤配当原資 利益剰余金

　　　2026年５月13日開催の当社取締役会において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり決議いたしま
した。

　

連結損益計算書に関する注記
資本政策関連費用
　当連結会計年度における資本政策関連費用は、当期に行った資本業務提携等に関連して発生したアドバイザリー費
用、弁護士費用等の諸費用となります。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　77,991,106株
２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

(注) 当社は2025年５月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合をもって株式分割を実施しており
ますが、上記の2025年５月９日取締役会決議の１株当たり配当額については、当該株式分割前の実際の配当
金の額を記載しております。

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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（単位：百万円）
連結貸借対照表

計上額 時　価 差　　額

（１）投資有価証券
その他有価証券 21,252 21,252 －

資産計 21,252 21,252 －
（２）長期借入金（１年内返済予定を含む） 63,141 59,374 △3,767
（３）社債（１年内償還予定を含む） 16,000 15,327 △672

負債計 79,141 74,702 △4,439

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、銀行等金融機関からの借入及び社
債発行により資金を調達しております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び営業未収金に係る顧客の信用リスクについては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行
い、リスク低減を図っております。
投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、上場株式については四
半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金及び社債の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金(長期)であります。借入金及び社債
は市場金利の変動リスクに、外貨建借入金は市場金利及び為替相場の変動リスクに晒されておりますが、
このうち長期のものの一部については、これらを回避する目的で、金利スワップ取引をヘッジ手段として
利用しております。なお、これらの債務は支払期日に支払いを実行できなくなるリスク、すなわち流動性
リスクに晒されますが、各月ごとに資金繰計画を適宜見直すことにより、そのリスクを回避しておりま
す。

２．金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

　（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額2,360百万円）及び投資事業有限責任組合への出資（連結貸借対照表計
上額67百万円）は、市場価格のない株式等に該当するため、「(１)投資有価証券」には含めておりませ
ん。また、「現金及び預金」、「受取手形、営業未収金及び契約資産」、「支払手形及び営業未払金」並
びに「短期借入金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しておりま
す。
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連結注記表

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 21,252 － － 21,252

資産計 21,252 － － 21,252

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金（１年内返済予定を含む） － 59,374 － 59,374
社債（１年内償還予定を含む） － 15,327 － 15,327

負債計 － 74,702 － 74,702

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類
しております。
　　レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
　　レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
　　レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベ
ル１の時価に分類しております。

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現
在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割
引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

－ 14 －
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連結貸借対照表計上額 時　　　　価
38,133百万円 140,273百万円

営業収益（百万円）
物流事業
（倉庫保管） 39,990
（倉庫荷役） 42,155
（港湾作業） 17,211
（運送） 143,766
（その他） 48,839
顧客との契約から生じる収益 291,963
その他の収益 7,509
外部顧客への営業収益 299,472

賃貸等不動産に関する注記
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の子会社では、東京都及びその他の地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地を含む）を有し
ております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注２）当期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定に基づく金額、その他

の物件については収益還元法に基づいて自社で算定した金額であります。

収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの売上収益は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社グループの収益をサービスの種
類別に分解した場合の内訳は次のとおりです。

2．収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、倉庫保管・倉庫荷役、港湾作業、国内運送及び国際輸送等の総合的な物流サービスを提供する
とともに、ビル賃貸業を中心とする不動産賃貸サービスを提供しております。
（１）物流事業

（ア）倉庫保管
当社グループは、寄託を受けた物品を倉庫に保管する業務を行っております。そのため、保管区画の供用を開
始した時点から一定の保管期日到来時点、又は出庫時に履行義務が充足されると判断し、収益を認識しており
ます。
（イ）倉庫荷役
当社グループは、寄託を受けた物品の倉庫における入出庫荷役業務を行っており、荷役作業が完了した時点で
履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
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１株当たり純資産額 1,849円68銭
１株当たり当期純利益 148円27銭

（ウ）港湾作業
当社グループは、海上と陸上の物流をつなぐコンテナターミナルを運営しており、主に貨物の船積み及び陸揚
げ並びにその荷捌き等の業務を行っております。また、海外の船会社を対象とした総代理店業務や船舶の各寄
港地での入出港手続、船荷証券の発行などを行う副代理店業務といった船舶代理店業務を行っており、それぞ
れ役務提供の完了により収益を認識しております。
（エ）運送
当社グループは、陸上貨物運送、国際運送NVOCC、航空貨物輸送を行っております。国内陸上貨物運送につ
いては、出荷時から貨物の引き渡し時までの期間が通常は短期間であるため、出荷時に収益を認識しておりま
す。国外陸上貨物運送については、原則着荷時に収益を認識しております。国際運送NVOCC、航空貨物輸送
については、主に海上及び航空輸送の手配を行っており、仕向港への貨物着荷時点で履行義務が充足されると
判断し、当該時点に収益を認識しております。
（オ）その他
上記以外の物流サービスとして、主に製品センターと販売店を結ぶ販売物流や配送設置業務、通関業務、文書
イメージング業務などを行っており、それぞれの役務提供完了時に収益を認識しております。なお、代理人と
して取引を行っている一部の取引については、取引価格を、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に
支払う額を控除した純額により算定しております。

（２）不動産事業
不動産賃貸においては、ビル賃貸業を中心とする不動産賃貸サービスを提供しており、管理業務は役務提供完
了時に収益を認識しております。なお、賃貸業務については、顧客との契約から生じる収益の対象外です。

3．契約残高に関する情報
当連結会計年度中に認識された収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていたものの額に重要性はありま
せん。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から認識した収益
の額に重要性はありません。
取引価格が各履行義務へ配分された契約については、支払時期が前払の場合は契約負債が、後払の場合は契約資
産が計上されます。

4．残存する履行義務に配分された取引価格
個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引はないため、残存履行義務に関する情報の記載を省略しておりま
す。

１株当たり情報に関する注記

（注）当社は、2025年５月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりま
す。当該株式分割については、当連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純
資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
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重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

(注) 本連結注記表中に記載の金額の表示については、いずれも表示単位未満を切り捨てております。
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個別注記表

１．有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式………移動平均法による原価法
②その他有価証券
1)市場価格のない株式等　……………
　以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）

2)市場価格のない株式等　……………移動平均法による原価法
２．デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ……………………………時価法
３．固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産　 ………………………
（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備は除く）及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物：３～50年、構築物：２～50年、機械装置及び車両運搬具：２～
15年、工具器具備品：２～20年

②無形固定資産　 ………………………
（リース資産を除く）

定額法によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）について
は、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
４．繰延資産の処理方法

社債発行費………………………………支出時に全額費用として処理しております。
５．引当金の計上基準

①貸倒引当金　 …………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し､
回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金　 …………………………従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負
担すべき額を計上しております。

③退職給付引当金　 ……………………
　（前払年金費用）

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認めら
れる額を退職給付引当金又は前払年金費用に計上しております。

1）退職給付見込額の期間 …………
帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

個　別　注　記　表
重要な会計方針に係る事項に関する注記

－ 18 －
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2）数理計算上の差異 ………………
の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
期間年数(13年)による定額法による按分額を、それぞれ発生の翌事業年度
から償却しております。

④関係会社清算損失引当金　 …………連結子会社の清算に伴い発生すると見込まれる損失金額を計上しておりま
す。

６．退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の方法と異なって
おります。

7．収益及び費用の計上基準
当社は、連結子会社向けのシステム利用サービスを提供するとともに、ビル賃貸業を中心とする不動産賃貸サー
ビスを提供しております。履行義務は、役務提供完了時または期間経過に応じて充足しております。

8．ヘッジ会計の処理方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例
処理によっております。

9．有価証券の減損計上の方法
市場価格のない株式等以外のものについては期末の株価が取得価額より30％以上下落した場合に、市場価格のな
い株式等については当該会社の実質価額が50％以上下落し、かつ回復可能性が見込めない場合に減損処理してお
ります。

会計上の見積りに関する注記
（市場価格のない関係会社株式及び関係会社出資金の評価）

当社は非上場株式等について、実質価額が50％以上下落し、かつ回復可能性が見込めない場合に減損処理をして
おります。実質価額は１株当たり純資産額を基礎に算定しておりますが、超過収益力を反映して当該株式等を取
得している場合は、将来キャッシュ・フローに基づき超過収益力を反映して実質価額を算定しております。
当事業年度の貸借対照表において関係会社株式38,301百万円及び関係会社出資金5,727百万円を計上しておりま

すが、当事業年度において、実質価額が50％以上下落している市場価格のない関係会社株式及び関係会社出資金
が存在しないため、実質価額の回復可能性が問題となるような状況には至っておりません。
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建物及び構築物 1,775百万円
土　　　　　地 0百万円

計 1,776百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 138,576百万円

（イ）他社の銀行借入等に対する保証債務 3,462百万円
（ロ）従業員の住宅ローンに対する保証債務 7百万円

短期金銭債権 1,461百万円
長期金銭債権 13,708百万円
短期金銭債務 32,246百万円
長期金銭債務 20百万円

①営業取引による取引高
営業収益 9,965百万円
営業費用 381百万円

②営業取引以外の取引高 489百万円

貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産

三井倉庫株式会社の借入金（当事業年度末残高：1,975百万円）に対して当該資産を担保に供しております。

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
３．保証債務

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

損益計算書に関する注記
１. 当社の持株会社機能を踏まえ、関係会社からのシステム使用料と、関係会社からの施設使用料をグループ運営収

入として、また、関係会社からの受取配当金を関係会社受取配当金として計上し、営業収益に含めております。
２. 関係会社との取引高

3. 資本政策関連費用
　当事業年度における資本政策関連費用は、当期に行った資本業務提携等に関連して発生したアドバイザリー費用、
弁護士費用等の諸費用となります。

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式　1,182,633株

－ 20 －
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退職給付引当金 1,562百万円
賞与引当金 396百万円
有形固定資産 332百万円
関係会社株式等 9,543百万円
投資有価証券 99百万円
繰越欠損金 319百万円
その他 371百万円
繰延税金資産小計 12,626百万円
評価性引当額 △10,210百万円
繰延税金資産合計 2,416百万円

その他有価証券評価差額金 △4,655百万円
退職給付信託設定益 △1,042百万円
固定資産圧縮積立金 △3,303百万円
関係会社株式売却益 △341百万円
その他 △17百万円
繰延税金負債合計 △9,359百万円

繰延税金負債の純額 △6,943百万円

法定実効税率 30.6%
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △53.5%
住民税均等割 0.1%
評価性引当額 3.5%
その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △17.3%

税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

（繰延税金負債）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

３．法人税及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取
扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、税効果会計の会計処理及び開示を行っておりま
す。
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種類 会社等の名称
議決権等

の所有（被
所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科　目 当期末残高

子会社 三井倉庫
株式会社

100％
（ － ）

不動産の賃貸
担保の提供
資金の援助
資金の調達
役員の兼任

債務保証

倉庫の賃貸 4,259百万円 営業未収金 196百万円

担保の提供 1,975百万円 － －

資金の貸付

利息の受取

－百万円

40百万円

長期貸付金 4,204百万円

短期貸付金 370百万円
その他流動資産
（未収利息） 18百万円

資金の借入

利息の支払

4,055百万円
（*）

6百万円
短期借入金 4,720百万円

子会社
三井倉庫

エクスプレス
株式会社

64%
（ － ）

資金の調達
役員の兼任

資金の借入

利息の支払

12,038百万円
（*）

31百万円
短期借入金 13,400百万円

子会社
三井倉庫

ロジスティクス
株式会社

100％
（ － ）

資金の調達
役員の兼任

資金の借入

利息の支払

2,748百万円
（*）

11百万円
短期借入金 2,186百万円

子会社
三井倉庫

トランスポート
株式会社

100％
（ － ）

資金の援助
役員の兼任

資金の貸付

利息の受取

－百万円

97百万円

長期貸付金 7,762百万円
その他流動資産
（未収利息） 30百万円

子会社
三井倉庫
（中国）

投資有限公司
100%

（ － ） 資金の調達
資金の借入

利息の支払

2,227百万円
（*）

74百万円
短期借入金 2,426百万円

関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（*）取引金額は期中の平均残高によっております。
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の貸付及び借入については、市場金利を勘案して決定しております。
倉庫の賃貸については、減価償却費、固定資産税、保険料等の実費を勘案して決定しております。
債務保証については、金融機関等からの借入に対するものであります。
担保の提供については、取引金額に担保に係る債務の期末残高を記載しております。
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１株当たり純資産額 937円88銭
１株当たり当期純利益 69円89銭

収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表　収益認識に関する注記　2．収益を理解するための基礎

となる情報（２）不動産事業に記載のとおりです。

１株当たり情報に関する注記

（注）当社は、2025年５月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりま
す。当該株式分割については、当事業年度の期首に株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及
び１株当たり当期純利益を算定しております。

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

(注) 本個別注記表中に記載の金額の表示については、いずれも表示単位未満を切り捨てております。
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